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【国立がん研究センター中央病院の基本情報】 

 

医療機関名：国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 

 

設置主体：国（国立研究開発法人） 

 

所在地：東京都中央区築地５－１－１ 

 

許可病床数：５７８床 

（病床の種別） 

  一般 

（病床機能別） 

  高度急性期 

稼働病床数：５７８床 

（病床の種別） 

  一般 

（病床機能別） 

  高度急性期 

 

診療科目：２５診療科 

 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、緩和ケア内科、消化器外科、

乳腺外科、呼吸器外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、精神科、 

 小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、 

 歯科、歯科口腔外科、病理診断科 

 

職員数：平成２９年８月１日現在 

 ・ 医師：３３７名（常勤１８９名、非常勤１４８名） 

 ・ 看護職員：５９７名（常勤５８７名、非常勤１０名） 

 ・ 専門職（薬剤師、理学療法士等）：２７５名（常勤２２９名、非常勤４６名） 

 ・ 事務職員：１８１名（常勤５０名、非常勤１３１名） 

    ※事務職員には国立がん研究センターの共通部門担当を含む。 
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【１．現状と課題】 

 

① 構想区域の現状 

 

 高度・先進的な医療を提供する特定機能病院等が集積していること、公共交通網が

高度に発達し、比較的短い時間で移動が可能であることなどから、都内全域や他県か

ら高度医療等を求める患者の広範な受療動向がみられる。特に、がん患者など、都内

全域や他県から高度医療等を求める患者を数多く受け入れている。 

 将来人口は、平成 37年（2025年）に約 80万人となった後、減少に転じると見込ま

れており、年少人口は緩やかに減少する一方、高齢者人口は著しい増加が予測されて

いる。 

 

 

  構想区域：区中央部（千代田区・中央区・港区・文京区・台東区） 

   ＜基本データ＞ 

   人  口：863,375（人） 

   面  積： 63.64（k㎡） 

   人口密度： 13,567（人/k㎡） 
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平成 28年 7月 東京都地域医療構想 

構想区域の状況 
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平成 28年 7月 東京都地域医療構想 

東京の特性 
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② 構想区域の課題 

 

 ○ 東京都地域医療構想（平成 28年 7月）では、４つの基本目標の一つとして、「高

度医療・先進的な医療提供体制の将来にわたる進展」を設定し、その中で以下の方

向性が示されている。 

・特定機能病院等の機能充実により、医療提供体制を更に充実。 

   ・適切な受療行動を促すため、高度医療提供施設の機能等について、都民等に分

かりやすく情報提供。 

   ・大学病院等での治療後、地域で治療を継続できるよう、医療連携を強化。 

   ・高度医療機関が集積する強みを生かし、医療従事者の資質向上を図る。 

 

 〇 がん医療については、保健医療計画の改定に向けた東京都保健医療計画推進協議

会改定部会において、以下の方向性案が示されている（平成 29年 8月）。 

・集学的治療と地域との連携により、質の高い適切ながん医療を提供 

・診断時から、切れ目のない緩和ケアを提供 

・がんに関する悩みや不安の軽減と情報提供 

・ライフステージに応じた適切な医療提供と相談支援 
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平成 28年 7月 東京都地域医療構想 

あるべき医療提供体制の実現に向けた取組 
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平成 29年 5月 29日  

東京都地域医療構想調整会議（区中央部）資料 

あるべき医療提供体制の実現に向けた取組 
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平成 29年 8月 10日  

東京都保健医療計画推進協議会改定部会資料 

次期医療計画改定に向けた方向性案 
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③ 自施設の現状 

 

 〇理念 

  ・社会と協働し、全ての国民に最適ながん医療を提供する 

 〇基本方針 

  １．患者さんの権利を尊重し、最善のがん医療を実践する 

  ２．がん克服に向けて新しい医療の研究開発と普及を行う 

  ３．教育、研修を通じてがんの最新医療の普及に努める 

  ４．がんに関する医療情報を国内外に向けて積極的に提供する 

 〇診療実績（平成２８年度） 

  ・届出入院基本料：特定機能病院入院基本料７：１ 

  ・平均在院日数：１２．２日 

  ・病床稼働率：１００．３％ 

 〇職員数（平成２９年８月１日現在） 

  ・医師：３３７名（常勤１８９名、非常勤１４８名） 

  ・看護職員：５９７名（常勤５８７名、非常勤１０名） 

  ・専門職（薬剤師、理学療法士等）：２７５名（常勤２２９名、非常勤４６名） 

  ・事務職員：１８１名（常勤５０名、非常勤１３１名） 

   ※事務職員には、国立がん研究センターの共通部門担当を含む。 

 〇特徴 

  ・４機能のうち、高度急性期機能 

 〇担う政策医療 

  ・５疾病のうち、がん医療 

 〇他機関との連携 

  ・区域内外の多くの医療機関と連携。 

  ・医療・教育・研究等について、一部の総合医療機関と包括的に連携。 

 

 

④ 自施設の課題 

 ・引き続き、がんの高度医療を提供するとともに、難治がん、希少がんなどの領域で

全国の中心となって牽引する役割を担う。 

・都内全域や他県から高度医療等を求めるがん患者を受け入れていく一方で、住み慣

れた地域で治療を継続できるよう、広範な医療機関との連携をさらに強化すること

が必要。 
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【２．今後の方針】  

 

①地域において今後担うべき役割 

・ 個々の患者に最適ながん医療（高度医療）を提供。特に、難治がん、希少がん

など他医療機関で不十分な領域を重視。 

・ 国立がん研究センター全体として、全国のがん診療連携拠点病院に対し、研修、

診断支援、協議会運営等を通じ、質の向上・均てん化に貢献。 

・ これらは一般の医療機関では十分対応できない分野であり、政策医療として国

と協力して強力に推進。 

・ 必要な治療期間を経た後、在宅や地元医療機関へ円滑に移行するため、他医療

機関との連携を強化。その際、患者の症状、希望等を十分踏まえることが重要。 

 

 

②今後持つべき病床機能 

・ 上記機能を実現していくため、引き続き高度急性期病棟を維持。 

 

 

③その他見直すべき点 
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【３．具体的な計画】 

 

① ４機能ごとの病床のあり方について 

・ ２０２５年度においても、引き続き高度急性期機能を維持していく。 

 

 〈今後の方針〉 

 現在 

（平成 28年度病床機能報告） 

 将来 

（2025年度） 

高度急性期 ５７８  

 

→ 

５７８ 

急性期 － － 

回復期 － － 

慢性期 － － 

（合計） ５７８ ５７８ 

 

〈年次スケジュール〉 

 取組内容 到達目標 （参考） 

関連施策等 

2017年度 

 

 

 

   

2018年度 

 

 

 

   

2019～2020 

年度 

 

 

   

2021～2023 

年度 

 

 

   

※国から示された中長期目標（平成 27～32年度）に基づき、中長期計画及び年度計画を策定。 

  

第
７
次
医
療
計
画 

２
年
間
程
度
で 

集
中
的
な
検
討
を
促
進 第７期 

介護保険 

事業計画 

第８期 

介護保険 

事業計画 

中
長
期
目
標
（
厚
生
労
働
大
臣
） 

中
長
期
目
標 

(

厚
生
労
働
大
臣)

 

 

中
長
期
計
画 

中
長
期
計
画 
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② 診療科の見直しについて 

・ なし 

 

 

③ その他の数値目標について 

 

 

医療提供に関する項目 

・ 病床稼働率 100.3%（H28実績）            100% 

・ 手術件数 5,523件（H28実績）           6,000件以上 

・ 紹介率 99.1%（H28実績）                100% 

・ 逆紹介率 65.4%（H28実績）                            80% 

経営に関する項目* 

・ 人件費率 32.2%（H28実績）               35% 

・ 医業収益に占める人材育成にかける費用（職員研修費等）の割合 

               5.1%（H28実績）               5% 

その他 

＊地域医療介護総合確保基金を活用する可能性がある場合には、記載を必須とする。 

 

【４．その他】 

 （自由記載） 

2025年度目標 


